
 

一般競争入札公告（再度広告入札） 

 

次のとおり一般競争入札に付します。なお本入札は、令和５年１０月３１日に入札公告を行った「日

本赤十字社 中四国ブロック血液センター・広島県赤十字血液センター合同社屋 非常用発電機増設工

事」の再度広告入札です。 

  令和６年３月１５日 

日本赤十字社 

 中四国ブロック血液センター 

所長  小林 正夫 

 

１ 概要 

（１）案 件 名 

    日本赤十字社 中四国ブロック血液センター・広島県赤十字血液センター合同社屋 

 非常用発電機増設工事 

（２）納入場所  

日本赤十字社 中四国ブロック血液センター・広島県赤十字血液センター合同社屋 

（広島県広島市中区千田町二丁目５番５号） 

（３）請負内容  

非常用発電機増設工事 一式 

（４）請負期間（予定）  

契約締結日翌日～令和８年３月２２日 

 

２ 競争入札参加資格 

（１）競争入札に参加することができない者 

ア 当該契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項各号

に掲げる者 

エ  次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者 

（ア）契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者 



（イ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

（オ）正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 

（カ）競争に参加する者に必要な資格の審査に当たり、虚偽の申請をした者 

（キ）前各号の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の

履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

（２）日本赤十字社、又は日本赤十字社 中四国ブロック血液センターにおいて、建設工事の「５

０２ 建築一式」「５０８ 電気」の競争入札参加資格の認定を受けている単体の企業である

こと。 

   また、経営事項審査総合評定値「５０２ 建築一式」１,０００点以上、「５０８電気」１,

０００点以上を有していること。 

（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３項第１項の規定による特定建設業の許可を受け、

営業年数が継続して５年以上であること。 

（４）令和５年８月３１日までに完成し、引渡済みである日本国内での電気設備工事で以下と同規

模以上の元請としての施工実績を有すること。 

ア 電気方式 三相３線式200V 相当、発電機 750KVA 以上の自家発電設備の新設、増設又は更

新工事 

（５）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。 

ア １級若しくは２級の電気工事施工管理技士又は、これと同等以上の資格を有する者であるこ

と。 

イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者。 

ウ 本件入札公告の時までに３ヵ月以上の恒常的な雇用関係を有する者。 

（６）本工事に係る設計業務の受託者である株式会社 梓設計と資本若しくは人事面において、次

の条件で関連がある者でないこと。 

ア 当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の 

  １００分の５０を超える出資をしている者。 

イ 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者。 

（７）本社（本店）又は支店（営業所等）が、広島県にあること。 

（８）本件一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、「日本赤



十字社指名停止等の措置基準」に基づき、日本赤十字社から、又は広島県内で行われる営繕工

事の不正行為等に基づき、広島県、若しくは国からの指名停止等の措置を受けていないこと。

なお、広島県、又は国において同一の不正行為等によって指名停止期間が異なる場合は、その

うち早期に指名停止が終了する期間を対象とした上で、上記申請書の提出期限の日から開札の

時までの期間に指名停止の措置を受けていないこと。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

（10）警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している事業者又はこれに準ずるものとして、

公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

３ 入札手続等 

（１）担当部局 

所在地  〒730-0052 広島県広島市中区千田町二丁目５番５号     

施設名  日本赤十字社 中四国ブロック血液センター 

担当者  総務部経理課（施設係） 

ＴＥＬ  082-241-1613 

ＦＡＸ  082-241-1511 

Ｅ-mail  keiri-csk@csk.bbc.jrc.or.jp 

 

 

（２）入札説明書配付期間及び場所 

期 間  令和６年３月１５日（金）～ 同年３月２２日（金）  

土曜、日曜及び祝日を除く 9時30分～17時00分 

場 所  上記３(１)に同じ。      

（３）本工事にかかる一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間及び場所 

期 間  令和６年３月１５日（金）～ 同年３月２２日（金）  

土曜、日曜及び祝日を除く 9時30分～17時00分 

    場 所   上記３（１）に同じ。     

 

 

mailto:keiri-csk@csk.bbc.jrc.or.jp


（４）入札及び開札の日時及び場所 

日 時  令和６年３月２８日（木） 14時00分から 

場 所  〒730-0052 広島市中区千田町二丁目５番５号 

         日本赤十字社 中四国ブロック血液センター６階 研修室Ｂ 

 

４ その他 

（１）入札保証金  免除とする。 

（２）契約履行保証 免除とする。 

（３）火災保険付保の要否  要。 

（４）入札の無効 

     本公告の示した競争入札参加資格のない者の入札、資格確認申請書等日本赤十字社に提出した

書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（５）落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

（６）配置予定技術者の確認 

  配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 

（７）手続における交渉の有無 無。 

（８）契約書作成の要否 無。委託元にて作成すること。 

（９）関連情報を入手するための照会窓口  上記３(１)に同じ。 

（10）競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２（２）に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者は上記３（３）により本件競

争入札参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時にお

いて、上記２（２）に掲げる競争入札参加資格審査の認定を受け、かつ本工事に係る一般競争入

札参加資格の確認を受けていなければならない。 

（11）本件競争入札参加資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の変動により契約の

履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認を取り消す

ことがある。 

（12）詳細は入札説明書による。 

 


